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全国がん登録

平成25年12月 「がん登録等の推進に関する法律」が成立
平成28年１月 施行

がんの罹患、診療、転帰等の状況の把握
及び分析その他のがんに係る調査研究を推進する。

【目的】（法第１条から抜粋）

・ がん医療やがん検診の質の向上

・ がん予防の推進

・ これらに関する国民への情報提供の充実



広島県における全国がん登録の実施体制

※国立がん研究センターがん情報サービスから引用



病院等による届出（誰が、何を）

■ポイント１：誰が届出をしなければならないのか？

→ 病院には例外なく届出義務がある。（法第６条第１項）

→ 県知事により指定された診療所には届出義務がある。

（法第６条第２項）

■ポイント２：何を届出しなければならないのか？

→ 法第６条第１項に定める情報を届け出る必要があります。

【参考】法第６条第１項から抜粋
一 当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所

二 当該病院等の名称その他当該病院等に関し厚生労働省令で定める事項

三 当該がんの診断日として厚生労働省令で定める日

四 当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項

五 当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項

六 当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項

七 当該病院等が行った当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項

八 当該がんに罹患した者の死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日

九 その他厚生労働省令で定める事項



病院等による届出（いつまでに）

■ポイント３：いつまでに届出をしなければならないのか？

→ 厚生労働省令で定める期間内に、届け出なければならない。

（法第６条第１項）

★省令「がん登録等の推進に関する法律施行規則」第10条(届出を行う期間)から抜粋

「省令で定める期間は、当該がんの診断日の

翌年の１２月３１日までとする。」

診断日 届出期限

2020年１月10日
2021年12月31日

2020年12月25日

2021年12月30日 2022年12月31日

2022年１月5日 2023年12月31日

【例】



広島県における全国がん登録の実施体制

※国立がん研究センターがん情報サービスから引用



広島県がん登録室の体制

■全国がん登録における広島県の主な役割

→ 県内の病院等から届出がされた情報について審査及び整理

を行い、全国がん登録データベースに記録されるべき登録情

報を国に提出（法第８条第１項）

→ がんに係る調査研究を行う者などからの申出等に基づく

がん登録情報の提供（法第19条～第21条）

しかし、実施に当たっては、高度な医療知識や統計・解析能力、
及び設備や人的資源が必要。そこで…

「広島県がん登録室」で実施



広島県がん登録室の体制

■委託に関する規定

当該都道府県知事の権限及び事務を行うの
にふさわしい者として政令で定める者に、これ
らの権限及び事務を行わせることができる。
（法第24条）

・がん医療等に科学的知見を有する者（省令
第８条）
※知事の附属機関「がん対策推進委員会」に
意見聴取の上、委託先を決定

本県では、地域がん登録における入力・集計・解析業務等を
受託し、誠実に担ってきた放射線影響研究所に委託。

広島県 → 公益財団法人放射線影響研究所 に委託

※放影研HPより



広島県における全国がん登録の実施体制

※国立がん研究センターがん情報サービスから引用



遡り調査

■生存確認情報のデータベースへの記録

→ 国では、市町村から提出された死亡者情報票（氏名、生年
月日、死亡日、死因、死亡診断書の作成に係る病院等の名称
など）と、がん登録情報を照合し、生存確認情報を記録します。
（法第12条）

県は、当該病院等に対して、登録の誤りや漏れなどが無いか
確認の協力を求めます。（法第16条に基づく協力の要請）

「遡り調査」を実施（法第14条）
※昨年度は、137施設を対象に９月に実施しました。



全国がん登録の精度

■ＤＣＯ（Death Certificate Only）とは？

→ がん登録において、死亡情報のみで登録された患者のこと。
DCO％が低いほど計測された罹患数の信頼性が高いとみな
される。国際的ながん登録の水準では、DCOは10％以下で
あることが求められている。

全国がん登録の精度向上・維持のため
「遡り調査」は非常に重要な調査です。
引き続きご協力よろしくお願いします。

ＤＣＯ（％）

広島県 1.28

全国平均 1.92
※2019年全国がん登録罹患数・率－都道府県一覧―精度指標から抜粋



■届いた遡り調査票を誤って廃棄・紛失
することがないよう、ご注意ください。

→調査票は再発行ができません。
個人情報が含まれていますので、取扱
いには特にご留意ください。

→遡り調査において、特に各項目へ記載
する必要がないパターンであったとして
も、返送は必要です。

■御不明点があれば、お問い合わせくだ
さい。

遡り調査での留意事項



広島県がん登録室（放射線影響研究所内）

082-261-5160

【届出内容に関すること】

国立がん研究センターがん情報サービス

03-4216-3943（がん登録センター管理室）
https://entry.gtol.ncc.go.jp/questions/create （専用問い合わせフォーム）

※問い合わせの前に一度、広島県がん登録室に相談してください。

【オンラインシステムの申請・不具合に関すること】

広島県 健康福祉局 健康づくり推進課

082-513-3063（ダイヤルイン）

【その他に関すること】

全国がん登録に関する問い合わせ先

https://entry.gtol.ncc.go.jp/questions/create


がん登録情報の利活用について

広島県のがん情報について、
報告書にまとめ、県のがん情報
サポートサイト「広島がんネット」
で公開しています！

【URL】広島がんネットーがん登録―全国がん登録

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/
site/gan-net/taisaku-gantouroku-
zenkoku.html#houkoku

 



がん登録情報の利活用の状況

【例】
広島がんネットを通じて、全国がん登録に
よる集計データを公開し、本県のがんに関
する情報を県民に対して広く提供。

【URL】広島がんネットーがんを知る―がんを取り巻く現状

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/gan-
net/ganwoshiru-genjou.html

報告書の集計データ等は、
県のがん対策推進計画の
進捗状況の把握や、がん
患者向け事業の事業規模
の試算などに活用。

 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/gan-net/ganwoshiru-genjou.html


ご清聴ありがとうございました。


